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文書分類番号 00 09 03 002 永 年 起案 平成 年 月 日 決裁 平成  年 月 日 

議 長  副 議 長   局 長  次  長  主 査  主  査  担 当 

  

文書取扱主任 

 

開催年月日 平成22年11月24日（水曜日） 開会 9時59分 閉会12時22分 

開 催 場 所  第三委員会室 

出 席 委 員  
山木、清水、中田、田村、山腰、水口 事 

務 

局 

中嶋事務局長 

委員外議員～窪之内、井上 田湯次長 

欠 席 委 員  なし 山本主査 

説 明 員  別紙のとおり 

議 件 別紙のとおり 

 

議 

 

 

 

事 

 

 

 

の 

 

 

 

概 

 

 

 

要 

  

１．所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、報告済みとした。 

（１）平成22年度一般会計補正予算について 

（２）滝川市都市計画マスタープラン経過報告について 

（３）街なか通行量調査の実施結果について 

（４）公の施設の指定管理者の指定について 

（５）中空知地域職業訓練センター施設の譲渡について 

 ○ 農業開発公社に関する資料要求について 

 ○ 農業開発公社の粉飾決算に伴う監査請求について 

（６）平成22年産麦・米穀の出荷状況について 

２．第４回定例会以降の調査事項について  

  別紙調査項目のとおりとすることに決定した。 

３．その他について 

  特になし   

４．次回委員会の日程について 

  正副委員長に一任することに決定した。 

 

 

 

 

 
 

  上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長  山 木   昇  ○印 



 

  

   平成22年11月22日 4 

 5 

 滝川市議会議長 中 田   翼 様 6 

 7 

                                 滝川市長 田 村   弘 8 

 9 

   経済建設常任委員会への説明員の出席について 10 

 11 

 平成22年11月９日付け滝議第126号で通知のありました経済建設常任委員会への説明員の出席要求について、次 12 

の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 13 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 14 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 15 

 16 

記 17 

 18 

 滝川市長の委任を受けた者 19 

  経済部長     若 山 重 樹 20 

  経済部参事     多 田 幸 秀 21 

  経済部商工観光課長    五十嵐 千夏雄 22 

  経済部商工観光課主幹    日 口 裕 二 23 

  経済部商工観光課副主幹    志 賀 久 幸 24 

  経済部商工観光課主任主事   青 木 康 男 25 

  経済部商工観光課主任主事   清 水 拡 智 26 

  経済部商工観光課元気タウン推進室長  千 田 史 朗 27 

  経済部商工観光課元気タウン推進室次長  長 瀬 文 敬 28 

  経済部商工観光課元気タウン推進室主査  加 地 幸 治 29 

  経済部農政課長     新 井 敏 幸 30 

  経済部農政課農業基盤整備室主査   寿 永 七月男 31 

  建設部長     大 平 正 一 32 

  建設部技監     三 谷 文 彰 33 

  建設部土木課長     川 本   滋 34 

  建設部土木課副主幹    岸   祐 一 35 

  建設部土木課副主幹    尾 崎   敦 36 

  建設部土木課主査    千 葉 一 稔 37 

  建設部土木課都市計画室長   千 葉   強 38 

  建設部土木課都市計画室副主幹   湯 浅 芳 和 39 

  建設部土木課都市計画室主査   田 邊 義 明 40 

  建設部土木課都市計画室主任級主事   東   忠 司 41 

 42 

 43 

                               （総務部総務課総務グループ） 44 

 45 

 46 



 

  

第３２回経済建設常任委員会 47 

H22.11.24(水)10:00～ 48 

第 三 委 員 会 室 49 

○ 開  会   50 

 51 

 52 

○ 委員長挨拶（委員動静）  53 

 54 

 55 

１．所管からの報告事項について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           56 

《建設部》 57 

（１）平成22年度一般会計補正予算について                  （資料）土 木 課 58 

（２）滝川市都市計画マスタープラン経過報告について            （資料）土 木 課 59 

 60 

《経済部》 61 

（３）街なか通行量調査の実施結果について                 （資料）商工観光課 62 

（４）公の施設の指定管理者の指定について                 （資料）商工観光課 63 

（５）中空知地域職業訓練センター施設の譲渡について          （資料）商工観光課 64 

（６）平成22年産麦・米穀の出荷状況について                （資料）農 政 課 65 

 66 

 67 

２．第４回定例会以降の調査事項について（別紙） 68 

 69 

 70 

３．その他について  71 

 72 

 73 

４．次回委員会の日程について 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

○ 閉  会 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 



 

 １ 

 89 

第３２回 経済建設常任委員会 90 

H22.11.24(水)10:00～ 91 

第 三 委 員 会 室 92 

開 会 ９：５９ 93 

委員 長     委員動静報告 94 

全員出席。委員外議員～窪之内。プレス空知の傍聴を許可する。 95 

         １.所管からの報告事項について 96 

議案関連については、建設部は（１）の１件、経済部は（４）の１件である。 97 

議案審査にならぬよう留意願う。（１）について説明願う。 98 

         （１）平成22年度一般会計補正予算について 99 

尾崎副主幹    （別紙資料に基づき説明する。） 100 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 101 

副委員長          ① これまで管理されていなかったという表現があったが、具体的に放置され 102 

ていたというのはいつごろなのか伺う。 103 

         ② 有明町のゲリラ豪雨で、今後の水害に対してどのような効果があるかにつ 104 

いて伺う。 105 

尾崎副主幹    ① 最低限の管理はしているが、未整備で河川改修がされていなかったという 106 

ことである。 107 

         ② ゲリラ豪雨に関しては、本工事を行うことによって銀川自体の流下能力は 108 

間違いなく上がると考えている。８月24日のゲリラ豪雨によって浸水した有明 109 

町５丁目１番地先は、河川の流下能力が上がったとしても、地形がくぼ地なの 110 

で１時間に 54ミリという非常に強い雨が降り、下水道計画の 35.5ミリを大き 111 

く超えて、集水ます等や銀川に抜ける河川関係の流下能力を超えてしまった場 112 

合には、その地域ははけ切れないと考えている。河川の流下能力が上がるのと、 113 

有明町のゲリラ豪雨に対して効果があるのとでは別問題と理解願いたい。 114 

副委員長     ① ゲリラ豪雨の関係では、９月の議会でも対策を検討するという答弁があっ 115 

たが、雨水溝からの最終排水経路が銀川に抜ける部分が今はないとすれば、幾 116 

ら銀川を整備してもよくはならないと思う。ゲリラ豪雨での雨水溝の改善策と 117 

いうのは、今後また別の形で出てくるのか伺う。 118 

② もともと銀川については地域からの要望があったと思うのだが、銀川にか 119 

かわる改善要望にどんなものがあって、そういう中から今回これに絞った経過 120 

について伺う。 121 

尾崎副主幹    ① ゲリラ豪雨に対する対策であるが、来年度予算に向けて有明町５丁目１番 122 

地先については、例えば水中ポンプや発電機等の資機材の配備を検討するとい 123 

うことで予算計上したいと考えている。 124 

② 銀川についての地域の要望であるが、河川の周りの銀川団地裏の草刈りは 125 

対応してきた。それ以外では特に要望は聞いていない。 126 

副委員長     ① ゲリラ豪雨対策に対しては、来年度の予算要求の段階だと思うが、このよ  127 

うなものをまとめて議会に途中経過として報告してほしいと思うが、現状では 128 

幸町や江部乙町を含めてどんな要望内容になっているのか伺う。 129 

② ダブル認定国道の銀川の橋が障害になるという要望も出ていたと思うが、 130 

検討されたのか伺う。 131 

尾崎副主幹    ① ８月24日に浸水した有明町のほかに幸町も含めて、雨水計画を見直すとい 132 



 

 ２ 

         うことは予算的に非常に厳しい。浸水したエリアについては個別にポンプを設 133 

置する場所にフラットゲートという逆流防止装置を設置する。幸町については 134 

フラットゲートとバイパス管というもので対応しようと考えている。そのほか 135 

の地区については、資機材、ポンプ、発電機の配備を予算計上している。 136 

         ② 国道451号銀川の橋の部分の歩道がそこだけ狭くなっていて、通勤通学時 137 

の支障になっていることから、国に要望をしている。今回の銀川のしゅんせつ 138 

は、土木課としては別問題と認識している。 139 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（１）は報告済みとする。（２）について説明願う。 140 

         （２）滝川市都市計画マスタープラン経過報告について 141 

千葉室長     （別紙資料に基づき説明する。） 142 

委 員 長     北海道新聞及び井上委員外議員の傍聴を許可する。説明が終わった。質疑はあ 143 

るか。 144 

田  村     ① 第５章を見た場合に、空き地を有効利用して人口集約するということも書 145 

かれているが、農業委員会が必ず絡んでくる。町なかの空いているところはほ 146 

とんどが農地であり、農地が連続していないところ、例えば家と家の間にある 147 

農地は現地目証明が出せるようなことも言っていかなければ、農業委員会が農 148 

地ということで５条申請するには時間がかかり過ぎて建築も延び延びになっ 149 

て、そのうちに申請者もあきらめてしまうという現状がある。計画はすばらし 150 

いが、空き地の有効利用については、農業委員会にもその旨を伝えていくべき 151 

ではないかと思うがいかがか。 152 

         ② 町なかに集約したときに、どうして町ではなく郊外に家を建てるのかとい 153 

うと、税金が高過ぎるということが現実としてある。この辺も年限を切って集 154 

約するような施策も加えるべきだと思うがいかがか。       155 

湯浅副主幹    ① 農振の除外の関係で、５条の手続では時間がかかるということだが、農地 156 

法や農業委員会の絡みがあり、十分理解できる。農業委員会や農政課にも伝え 157 

て、今後の検討課題としたい。 158 

         ② これは固定資産税のことと思うが、当然市街地については評価額が高いの 159 

で税金も高くなる。税金を現段階で郊外のほうを高くして、市街地のほうを安 160 

くすることがすぐできるかどうかは、これも法律があるので即答はできないが、 161 

都市計画法としてできることは、今回の都市計画マスタープランにも載ってい 162 

るが、土地利用のルールを変えることによって、郊外のほうに、市街地が拡大 163 

しない形で誘導を図っていきたいと考えている。 164 

田  村     今言っているのは町なかにある住宅と住宅に囲まれた農地が用を足さないとい 165 

うことで、これは農地法という法律があって、そこには農業委員会の権限とい 166 

うものがある。それが現地目証明で５条申請しなくても宅地化される。農地法 167 

を重視するのはもちろんだが、現地目証明をもっと有効に活用すべきと思う。 168 

固定資産税のことだが、町なかで建物を建てた場合に、建築して５年間は半額 169 

にするなど、郊外の税金を上げるとは一言も言ってはいない。郊外の税金は安 170 

く保つべきであるし、郊外の土地を農地といって規制していくのは逆効果にな 171 

る。住宅地がばらばらになるのではなくて、大型店などが建った場合にその地 172 

域は黙っていても拡大されるわけで、そういう規制がなくどんどん建てたほう 173 

がそこに町が集約される。真ん中だけの市街ではなくて、町が移動するという 174 

こともある。将来的に見た場合に郊外が拡大され、市街地が衰退していくとい 175 

うのはやむを得ない社会現象ととらえるべきと思うがいかがか。 176 



 

 ３ 

千葉室長     今委員が言った中身は我々の準備会議でも論議されている。今後の会議の参考 177 

意見として伺っておく。 178 

委 員 長     他に質疑はあるか。 179 

副委員長     ① 滝川市都市計画マスタープラン素案 P６の（５）東小学校地区の１）国道 180 

沿いに中空知圏を視野に入れた商業地づくりと、２）国道沿いの店舗などの立 181 

地と周辺のゆとりある住宅地づくりということで、沿道サービス施設の立地を 182 

誘導するというのが今回の案の文言になっているが、これについては何回も本 183 

会議での一般質問や経済建設常任委員会で、滝川のためにならないということ 184 

を言い続けてきているが、一貫して変更されていない。今回のまちづくり懇談 185 

会、諸団体との意見交換の中で、バイパスの沿道サービス施設の立地を誘導す 186 

るようなまちづくり計画に対して、商業団体や商工会議所等と何も議論されて 187 

いないのか伺う。      188 

         ② 東町地域については、既存バス路線の充実も関係機関と協議を行い、東先 189 

回り、西先回りを更にバイパスの店舗に広げるということが具体的になってき 190 

ているようだが、中心市街地との関係で言えばどっちが重点なのかという話に 191 

もなる。このバス会社との協議については、何をイメージしているのか伺う。 192 

湯浅副主幹    ① P６の（５）の文言については、12 号バイパスではないので、誤解を与え 193 

ないように訂正させていただく。ここで表現しているのは、38号と 12号バイ 194 

パスの周辺の部分ということである。12号バイパスの件については、あくまで 195 

も農村の環境を保全するという考え方に立っている。その中でも土地利用が農 196 

地法だけでは転用されていく可能性はゼロではないので、都市計画室としても 197 

12号バイパスの土地利用に対して、農村環境を守れるような土地利用を図って 198 

いきたいという考え方である。具体的な店舗面積については都市計画法では床 199 

面積で１万平方メートルまで建てられるということだが、この都市計画マスタ 200 

ープランの見直しを図ることによって、店舗については今の案では 1,000平方 201 

メートルまでと規制を強化している。そのほかに沿道サービス系においては面 202 

積の表現は記載はしていない。沿道サービスがどういうものであるかというこ 203 

とについても細かくは決まっていないが、面積等の関係についても検討してい 204 

こうと考えている。商工会議所などからは郊外の店舗の拡大につながるという 205 

ような意見については聞いていない。 206 

         ② バス路線の今後の協議の関係であるが、既に企画課で協議が進められてい 207 

る。都市計画マスタープランでは20年の長期計画の中で、基本的には既存の市 208 

内路線バスをいかに維持していくかを考えていきたい。その中には環状線とい 209 

う議論があり、その路線に市内路線バスを走らせるのか、都市間バスを走らせ 210 

るのか今後の議論となってくる。企画課の議論とは切り離して考えてほしいの 211 

だが、将来の 20年を考えたときに市内路線バスの維持に努めていくためには利 212 

用しやすいような土地利用を図っていくということが、今回の都市計画マスタ 213 

ープランの目的と理解願いたい。 214 

副委員長     ① 沿道の1,000平方メートルという数字だが、前回の定例議会で特別用途制 215 

限区域を条例化し、１万平方メートル未満という表示であった。ここでは1,000 216 

平方メートル未満というのは土地利用用途区域設定で第２種住宅専用地域、準 217 

工業地域などそれに見合ったものを設定するという考え方なのか伺う。 218 

         ② 農振のためだと言うが、今の農地を農地以外に変えれるように農振を除外 219 

して商業地域として使うことが農振だという説明だと思うが、例えば農業振興 220 



 

 ４ 

といえば農業のための施設や農業者のための施設ということになるが、あくま 221 

でもここで言っているのは沿道サービスであるから、通行される方のサービス 222 

であり農業振興には何の関係もない。農地が売れるという意味で農業振興だと 223 

とらえざるを得ないが考えを伺う。 224 

湯浅副主幹    ① 用途地域等を指定するのかということについて、今の案では特定制限用途    225 

地域という名称をるる指定する。特定用途を制限するものを沿道サービス系の 226 

施設だけに限って建てるような用途制限地域をかけていきたい。そこの市街地 227 

を拡大する用途地域の指定ではないことを理解いただきたい。 228 

         ② 現在１万平方メートルの店舗等が建てられる状況にあるが、当然農地は守 229 

っている。特別な理由があれば交通利用者のための４車線を確保するという意 230 

味で、農業振興のために沿道サービス系の利用を図るという意味ではなく、農 231 

業の環境を守るという意味である。現状では１万平方メートル以下であればい 232 

ろいろな物が建てられるがそういったものを防いでいくという考え方である。 233 

副委員長     ① １万平方メートル未満の用途制限地域を設定したそのものが、大型店の立 234 

地を誘導してしまった。農業振興地域を除外して白地の地域についてそれを設 235 

定するということであれば、今すぐにでも建てられるものを制限するというこ 236 

とで、農業振興地域については、工場や商業施設など何も建てられないわけで、 237 

農振を外そうという動きがないのにどんどん先回りしてこういったことを決め 238 

ていくのは、滝川市は農振地域を守るという考えがそもそもないのかどうか伺 239 

う。 240 

         ② 商業団体の要望等について伺う。 241 

湯浅副主幹    ① 所管が建設部ではないので正確には申し上げられないが、基本的に市は農 242 

業振興地域を守るという考え方には変わりがない。 243 

千葉室長     ② 要望についてであるが、商業団体からの要望は受けていない。 244 

副委員長     商業団体とこの都市計画マスタープランについて、意見交換の場はいつどこと 245 

         持ったのか伺いたい。 246 

湯浅副主幹    商工会議所とは直接的には意見交換会は開いていないが、都市計画マスタープ 247 

         ランの策定委員会に商工会議所の方から委員として出ていただいている。 248 

副委員長     策定委員会は商工会議所青年部と江部乙商工会の２つで、ここから出ている委 249 

員の中からは異論を唱えていた人はいなかったと確認してよいか伺う。 250 

千葉室長     そのとおりである。 251 

委 員 長     他に質疑はあるか。 252 

井上委員外議員  ① 先ほど農振地域の話が出たが、まちづくりはこれだけモータリゼーション 253 

が発達した中で、どこを残すかということの選択も非常に大事である。農振地 254 

域を固定化しておくのかということについては問題がある。例えばインターチ 255 

ェンジ周辺、沿道の問題について、そのときにどうあるべきかという論議がな 256 

ければならないと思うがいかがか。 257 

         ② 畜産試験場跡地の問題で、道の所有地といえばそれまでであるが、どうい 258 

う位置づけをされているのか伺う。 259 

         ③ 住みかえ高齢者向け住宅、高齢者の持ち家は考え方としてはよいと思う。 260 

実際にこういう制度があると聞いているが、地域的にそれを進めているところ 261 

があると思うがその辺について伺う。 262 

         ④ この構想を進めていくには一体化した強力な指導書がなければできない。 263 

         住宅マスタープラン等との連携の中で、このとおりになっているのか。20年先 264 
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に固定化した住宅マスタープランではこんなことは実現できそうもない。もう 265 

一つは、P８の第６章計画策定プロセスと今後の見直しに、10 年後に見直しを 266 

すると書いてあるが、10年たって町が固定化し、コミュニティーが崩壊した後 267 

では立ち直れない。そんなときにこの見直しを 10 年後に行う。また、経済情 268 

勢が悪かったらできないこともあるというのは逃げ道である。これは見直し期 269 

間を検討する必要があると思うが、そのローリングをどう考えているのか伺う。 270 

湯浅副主幹    ① 市の発展についての関係であるが、資料の概要版の P４の第４章、分野別 271 

構想に土地利用の方針図があり、流通団地の今の分譲率は約92％である。中央 272 

工業団地については約 70％弱になっている。土地利用の需要動向を見定めて、 273 

指摘の38号のバイパスの部分に新たに地域産業用地として書かれているが、流 274 

通団地の上からインターチェンジにかけて紫色で示してある 12 号の中央工業 275 

団地から江部乙にかけての 12号沿いについても紫色で示してあるが、こちらに 276 

ついては今決めるということではなく、将来的に新たな産業誘致が図られ創出 277 

されるということで、足りなかった場合に用地として確保する考え方をこの都 278 

市計画マスタープランの中では反映させている。 279 

         ④ 既に住宅マスタープランは策定済みである。ここでも都市計画マスタープ 280 

ランの記載もあるが、次の住宅マスタープランの見直し時期には都市計画マス 281 

タープランを反映した上で見直しを図るようなことで、本計画案にもその旨が 282 

記載されている。見直しの時期の指摘であるが、従前都市計画マスタープラン 283 

については 10年ごとと考えていたが、近年の社会情勢の急激な変動で、将来が 284 

見えないという状況で、都市計画の運用指針というのが国交省のほうから出さ 285 

れているが、その中でも流動的にその時代を反映したもので見直しを図るべき 286 

ものは図るという記載があり、それらを反映した計画書になっている。ただし、 287 

都市計画マスタープランは、都市のハード事業にかかわることが多い内容にな 288 

っていることから、道路をつくる計画を来年はやめる、再来年はつくるという 289 

ことでは困るので、基本的な考え方を変えずに、その中で都市計画事業等につ 290 

いての方針に大きな影響がないように適時見直しを図っていきたい。 291 

千葉室長     ③ 住みかえの地域的な部分ということでは、一般社団法人移住･住みかえ支援 292 

機構から具体的に実証されている事業内容である。 293 

湯浅副主幹    ② 旧畜産試験場の跡地ということであるが、現在は構想をつくっている段階 294 

で、それに向けて位置づけを進めているところである。都市計画マスタープラ 295 

ンとしては、まだその方向性がはっきり見えていないので、見えてきた段階で 296 

その土地利用がいかにあるべきかをそちらの構想と合わせて検討してもらいた 297 

いと考えている。 298 

委 員 長     他に質疑はあるか。 299 

副委員長     案の中の委員構成が市民委員となっていることについて、これまでいろいろな 300 

マスタープランを見ている中では所属団体で記載されていたと思う。しかも今 301 

回の策定委員は、まず団体を決めてその団体に提出依頼をしているわけで、市 302 

民委員と書くことはよいのだが、括弧の中に所属団体を明記して、市がこの団 303 

体を指名し、その団体はこの人を指名したということがはっきりわかるように 304 

書くべきと思うが考えを伺う。 305 

千葉室長     この策定委員会については委員は策定要綱に基づいて名前と職業を書いてある 306 

が、団体で会議を策定しているわけではない。 307 

副委員長     単に市民委員という表記が一般的かどうかということを聞いている。私は一般  308 
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的ではないと思う。いろいろなマスタープランを見てきて、こういった団体か 309 

ら代表する方々で構成されたのだとわかったのだが違和感がある。一般的かど 310 

うかということだけ答弁願う。 311 

湯浅副主幹    一般的かどうかという点では、前回の都市計画マスタープランにおいても同様 312 

と考えている。 313 

副委員長     前回の都市計画マスタープランはそのようだが、ほかにも各部においてたくさ 314 

んのマスタープランが立てられている。その中で一般的には団体名で書いてい 315 

ると思うが確認したいので伺う。 316 

大平部長     委員の構成の中で特に団体の代表ということでの取り決めではないので、通常 317 

建設部で取り組んでいる住宅マスタープランを含めてその団体名は載せていな 318 

い。 319 

副委員長     意見としてであるが、これは市民、これは所属団体というのでは統一されてい 320 

ない。指定して委員の参加を依頼しているのは事実なので、市全体の中で統一 321 

を図ってもらいたい。 322 

委 員 長     他に質疑はあるか。 323 

窪之内委員外議員 委員の方たちからそれぞれの地域についてこうあるべきという意見がどの程度 324 

出たのか。本当に自分の役割をどう考えて、それぞれの地域に対してきちんと 325 

見てどういう意見を上げたのか。そういう市民委員会を形だけつくって市役所 326 

の案で進められていくのでは困る。江部乙の地域からは代表は出なかったが、 327 

江部乙の地域についてどんな意見があったか知りたいので伺う。 328 

千葉室長     都市計画策定委員会の中で専門用語がたくさん出てきて、それらについてはわ 329 

からないなどの意見があったので、都市計画の図面をもとに施設見学も行い、 330 

市民レベルの目線で会議を行った。委員の中で女性は３名いた。 331 

窪之内委員外議員 会議がどのように開かれたのかというのは見ていないのでわからないが、ある 332 

団体の推薦された委員からこんなことはわからないかもしれないが出席してほ 333 

しいと言われたので出た。わからなければ黙っていてもよいからと言われ、出 334 

席しても何も答えられなかったと本人からも聞いている。専門用語もたくさん 335 

出てくるようであれば、これを理解できる分野の人も含めた市民委員会のあり 336 

方も今後検討していくべきではないかと思う。また委員から出された意見や要 337 

望についてまとめたものがあるのか伺う。 338 

湯浅副主幹    専門用語の関係は策定委員会の中で用語集をつくって全員に配付し説明もして 339 

         いる。会議の内容については策定委員会のホームページでも公開し、２階の情 340 

報コーナーにもある。全部で第６回のうち５回までアップしている。随時アッ 341 

プしていきたい。 342 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（２）は報告済みとする。所管入れかえにつき若干 343 

休憩する。 344 

休  憩  １１：１０ 345 

再  開  １１：１５ 346 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する。（３）について説明願う。 347 

         （３）街なか通行量調査の実施結果について 348 

長瀬室長     （別紙資料に基づき説明する。） 349 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 350 

副委員長     ５地点での調査ということであるが、それぞれのこれまでの調査全体がわかる 351 

表のよ                  表があれば、委員会として資料要求をしたいがよいか伺う。 352 
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委 員 長     資料要求について、委員に諮るがよいか。（よし）所管は提出できるか。  353 

千田室長     提出できる。 354 

委 員 長     後ほど机上配付願う。他に質疑はあるか。（なし）（３）は報告済みとする。（４） 355 

について説明願う。 356 

（４）公の施設の指定管理者の指定について 357 

日口主幹     （別紙資料に基づき説明する。） 358 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 359 

田  村     公募をしたと思うが申請団体数が１団体でほかの団体はなかったと理解してよ 360 

いか。 361 

日口主幹     よい。 362 

田  村     今後、公募を全国的に見た場合、財政状況のよい指定管理が入ってくる可能性 363 

がふえてきている。一般公募はどうなのか考えを伺う。 364 

日口主幹     そのことについては心配している。それを避ける意味で、公募をするに当たり 365 

実質的に協会がこれまでやってきているような実績を踏まえた事業が展開で 366 

き、専門職の人員配置ができるという規定枠を設けて、滝川市のまちづくりに 367 

資するような事業展開ができるところのみ応募していただく形で募集要項を 368 

整理している。 369 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（４）は報告済みとする。前回の経済建設常任委員 370 

会において資料要求が上がっており、手元に改修等の経過の資料が配付されて 371 

いるが了承願う。（よし）（５）の説明を願う。 372 

         （５）中空知地域職業訓練センター施設の譲渡について 373 

五十嵐課長    （別紙資料に基づき説明する。） 374 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 375 

田  村     公益法人化するにはハードルが高いと聞いているが今後のスケジュールはどう 376 

なっているのか伺う。 377 

五十嵐課長    センター協会のほうでは来年度申請するよう準備を進めているが、何月になる 378 

かは確認していない。 379 

委 員 長     他に質疑はあるか。 380 

山  腰     譲渡したら固定資産税の関係はどうなるのか伺う。 381 

五十嵐課長    固定資産税の関係については、税務課とも協議しているが、現在の状況では原 382 

則として課税である。申請をいただき判断するが、減免も視野に入れ調整して 383 

いる。 384 

委 員 長     他に質疑はあるか。 385 

水  口     説明の中では議会に諮っていくということだが、これからのスケジュールの中 386 

で議会の議決を要するようなことがあるのかどうか確認したい。 387 

五十嵐課長    財産の処分で無償譲渡をする場合には報告で済むが、滝川市が財産を取得しそ 388 

れを他団体に譲渡する場合には議会の議決が必要になるので、来年の３月議会 389 

に上程する方向で、委員会にも諮りながら進めていきたいと思っている。 390 

委 員 長     他に質疑はあるか。 391 

副委員長     ① 提出された資料で伺うが、16年間でセンター協会が負担した分が約 7,291 392 

万9,000円、機構が 5,424万 2,000円で、機構とセンター協会の負担する根拠 393 

になっていた通知等の内容について伺う。 394 

② 前回委員会で 8,000数百万円の大規模改修が必要だとされながら、４年間 395 

の国の暫定期間の中では、4,000 万円ぐらいと数値が示された。この４年間に 396 
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8,000 数百万円ですべてを行ってしまうということができない理由について伺 397 

う。 398 

③ ５市５町が社団法人中空知地域職業訓練センター協会の中で、どういう立 399 

場で加入をしているのか伺う。 400 

④ 譲渡した後、議会に対してどのような報告等が義務づけられるのか、議会 401 

との関係について伺う。 402 

五十嵐課長    ① 大規模修繕で配付した資料の中に機構とセンター協会に分けてあるが、事 403 

務棟と実習棟Ａを機構の予算で建てているので、これにかかる修繕については 404 

すべて機構側が持つ。センター協会のほうは自己で建てた実習棟Ｂ、実習棟Ｃ 405 

その他設備に関するものになっている。 406 

         ② 大規模修繕の8,400万円は今後10年間での予定ということで道に提出して 407 

いる。厚労省の方針としては大規模修繕の３年間は 100％国で持つということ 408 

であるが、これはあくまでも国の予算の中で行うということで、その中に大規 409 

模修繕で計画した年度が入っていても、必ずしも 100％できるかどうかは未定 410 

である。多くの大規模修繕をこの３年間の中で行うように事前に国に働きかけ 411 

ていきたいと考えている。 412 

③ ５市５町の行政部会の位置づけであるが、センター協会の中には現在５市 413 

５町の首長で構成する顧問会議があって、その下に位置づけされると思う。５ 414 

市５町の担当主幹者会議という課長職の会議の設置を要請して専務には了承を 415 

取って調整が進んでいる。 416 

④ 議会の報告であるが、経営状況等の報告を要しないのであるが、運営負担 417 

金を支出している関係上、予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会の中で 418 

審議をいただこうと考えている。 419 

副委員長     ① 実習棟のＢ、Ｃは既に協会の範囲で、8,400 万円というのは本棟及び実習 420 

棟Ａの大規模改修だと確認してよいか伺う。 421 

         ② ３年間でできる限り多く行いたいという希望は述べられているが、３年間 422 

で全額を国で行ってくれればよいのに、10 年間の計画を出してしまったのか、 423 

10年分の大規模修繕をこの期間に行ってほしいと要望をしているのか伺う。 424 

         ③ 市は理事のような表決権がある立場の方は入っていないという。高額な負 425 

担金を出しているということであれば、表決権ぐらい持てる立場の方が入ると 426 

いうことは法令上無理な話なのか、それとも法令上は可能だがあえて入ってい 427 

ないのかについて伺う。 428 

         ④ 議会との関係については今議会改革の中でも、財政援助団体に対して支出     429 

割合が２分の１未満でも市長が報告したいという意思があれば、その団体の同 430 

意を得ながら議会に報告することは可能であり、質疑で聞くということと、決 431 

算書や来年度の事業計画書が出されるということは大きな差があるわけで、議 432 

会に対する定期的な財政援助団体としての報告ぐらいまで行うような考え方が 433 

あるのか伺う。 434 

五十嵐課長    ① 大規模修繕の機構とセンター協会の分け方ということであるが、先ほど答 435 

弁したのはこれまでの経過ということで、今までは機構の持ち物とセンター協 436 

会の持ち物があったが、市が譲渡を受けた段階で機構の財産ではなくなるので、 437 

Ａ棟、Ｂ棟の区別がなくなる。すべてがセンター協会の持ち物になる。一括し 438 

て大規模修繕は国の制度を利用して行うことになる。 439 

         ② 10年間の大規模修繕ということで、一応、道を経由して提出している大規   440 
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模修繕は、平成 22年度、24年度、26年度、31年度と耐用年数に基づいて年度 441 

で額を計上して資料として提出している。国が３年間で 100％直すというのも 442 

まだ厚労省の段階であって、年末に財務省と検討して詳細を詰めるということ 443 

で、どのくらいの規模になるのかは未定である。そういった中でセンター協会 444 

と十分調整をしながら、事前にセンターの大規模修繕を、なるべく国の 100％ 445 

の中で直していくように働きかけていこうと考えている。 446 

         ③ 組織の関係であるが、今のセンター協会の組織図では、会員の会費を支払   447 

っている組織がある。行政の枠組みとしては会費という形ではなく負担金とい 448 

うことなので、協議をしていく中でセンター協会と調整している。 449 

         ④ 議会の報告の関係であるが、先ほど答弁したとおりであるが、動きがあれ 450 

ば経済建設常任委員会のほうにもその都度報告しようと考えている。 451 

副委員長     委員会として資料要求をしたい。１つ目は契約書で、このスケジュールでいく 452 

と２月に譲渡契約をするが、これは議案として出てくる。２月前に契約書の案 453 

を議会に提出してもらいたい。２つ目は、通常の運営でこの行政部会が、評決 454 

権があるからそれで十分という意味ではないが、尐なくともセンター独自に運 455 

営できるものではない。国や道が委託訓練を何らかの経済状況の変化の中で減 456 

らす、あるいは地方自治体がお金がなくて負担金が減ることになると、協会運 457 

営は大きく影響を受けるわけで、そういうことから協会の運営そのものに５市 458 

５町が責任を負う。協会の実勢を尊重するために公益社団法人にするわけで、 459 

そうしながら同時に自治体が責任を負うということは、どちらに責任があるの 460 

かということにもなりかねない。自治体の責任というものを補償する根拠を社 461 

団法人の規約など、組織図に含めていく必要があると思うので、現状の組織図 462 

と譲渡後の予定組織図の資料要求したいと思うが伺う。 463 

委 員 長     所管は提出できるか。 464 

五十嵐課長    提出できる。 465 

委 員 長     資料要求について、委員に諮るがよいか。（よし） 466 

委 員 長     後ほど机上配付願う。他に質疑はあるか。（なし）（５）は報告済みとする。所 467 

管入れかえのため若干休憩する。 468 

休  憩  １１：４６ 469 

再  開  １１：５０ 470 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する。（６）に入る前に、前回の第 31回経済建設 471 

常任委員会において農業開発公社に関する資料要求について、再度、清算人に 472 

資料を提出できるのかを確認していただくことになっていたので、その協議結 473 

果について所管から報告願う。 474 

多田参事     前回の経済建設常任委員会の協議を踏まえ、清算人等にその資料の提出につい  475 

て再度確認を行った。清算人としても前の内容と同じで、提出することはでき 476 

ないという判断がなされた。それをもとに経済部としても前回と同じようなこ 477 

とで答弁をさせてもらうことになる。 478 

委 員 長     所管から報告があった。質疑はあるか。 479 

副委員長     ① 清算人の出せないという理由は前回と同じで、２月の取締役会で決めたこ 480 

とをほごにできないということなのか。状況が変わってそういうことがわかっ 481 

た上で常任委員会が資料要求しても、とにかく覆せないということなのか伺う。 482 

         ② それが会社法に基づくものなのか。仮に粉飾決算があったとして、粉飾決 483 

算の前の取締役会の決定というのは、当然粉飾決算した後、同じことを議論し 484 
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ても違う決定をするのだろうと思う。取締役会を開けばということであるが、 485 

そのものが会社法ではできないことになっているのか伺う。 486 

         ③ 市民が7,460万円の損失補償をするときに630万円相当のタマネギを腐ら 487 

せ、そもそも630万円かどうかということすら資料が出ていないので会社側の 488 

発表にすぎない。こういう段階で清算人が出さないと言っているから出さない 489 

ということで、これ以上求める考えがないということなのか伺う。 490 

多田参事     ①② 清算人が出さないという理由は幾つかの要素があると思っている。取 491 

締役会で決めたことも１つの理由かと思うが、今これを公表していくと取引先 492 

等の経営にも及ぶ危険性があるといったこともあわせて判断をいただいた。 493 

         ③ 経済部として資料要求に対しての理由は、前にも委員会等で話したよう 494 

に自治法上の観点から、長が議会に提出する書類に位置づけられているもので 495 

はないということ、あるいは長の調査権であり得たとしても慎重に取り扱いし 496 

なければならないといった点、あるいは公社において開示の範疇を超えるとい 497 

った観点から、清算人の意見を踏まえて提出することはできないという判断を 498 

したところである。  499 

副委員長     ① ２月の取締役会で決めたからほごにということについては、新たな状況の 500 

中で会社は残っているのだから、取締役会に準ずるその役割を担う会議、ある 501 

いは清算人か、権限を持っている方が新たな判断をすればよいわけで、そうい 502 

うことをしないということなのか、新たな会議、役割、権限を持つ方が存在し 503 

ないということなのか伺う。 504 

         ② 今公表すると、取引先に影響するというが、これはどういうことを示して  505 

いるのか伺う。 506 

         ③ 経済部の問題については、地方自治法の観点、長が知り得た範囲、公社の 507 

開示の観点、これは総務省の通知を見れば、そのようなことは当然踏まえた中 508 

での通知であるわけで、総務省の通知の立場に立てないのかについて伺う。 509 

多田参事     ① 現在、会社としては特別清算の手続に入っている。解散をして会社として 510 

         は存在はしているが取締役としては解任されている。清算人が今いるというこ 511 

となので清算人との協議の中でそのようなことが起こっているということであ 512 

る。 513 

         ② 取引先との経営の内容については、例えば質問等にあったタマネギの入庫 514 

の関係、処理の関係等についてそれが明らかになればそれがどういう形になり 515 

取り扱いをしたかということが開示されるということになるので、そういう観 516 

点から明らかにすることはできない。 517 

         ③ 自治法上の観点から以前にも回答させていただいている部分である。また、 518 

総務省の指針に伴って今回資料等整理して提出している。必要な部分について 519 

は、今回の中で整理をさせていただいていると思っている。 520 

副委員長     ① 今、取締役会の権限を受け継いでいるのは清算人であるという答弁がされ 521 

た。それであれば、清算人が新たな状況のもとで判断したことが出さないとい 522 

う結論であったかと思う。しかし、この公社は市が全額損失補償をすることに 523 

なる。公社の債務の中で減額したり、債務の帳消しになるものが今回あるので 524 

あれば別であるが、公社の債務は全額損失補償の範囲内で支払えるということ 525 

になると思う。清算人が市に対して社会的常識から見て、資料要求を拒むとい 526 

うことは考えられない。その情報をどう取り扱うかというのは、まず情報の資 527 

料をいただかなければわからない。清算人が判断する段階ではないと思うが伺 528 
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う。 529 

         ② 全く総務省の通知を理解していない。総務省は、自治法上きちんと情報公  530 

開するようにと言っている。そのことに対して、自治法上の理由を挙げるので 531 

あれば、こうだという理由づけをした解答を願う。 532 

多田参事     ① 借入金に対するものとして今回損失補償を契約に基づいた形で行っていき 533 

たいということから、公社の全額ではないということを回答する。特別清算の 534 

中で、債権債務の状態がどのようになるかについて、その全額が債権者には届 535 

かなかったことから、例えば、資産を処分する場合でも、金額が固まっていな 536 

い状況から全額できるできないということにはならないのかと思う。 537 

         ② 総務省の通知で情報開示ということであるが、総務省の指針を踏まえて経 538 

済建設常任委員会に提出している。 539 

副委員長     ① 7,260 万円の借入金に関しては全額損失補償する。普通の会社が公的資金 540 

を全額借入金で払ってもらう例は、損失補償のほかにはない。その損失補償を 541 

受ける清算人が、そもそも資料要求を拒否するということは、断じてあっては 542 

ならないことと思う。滝川市が要求することをあきらめたら清算人はその義務 543 

を逃れるわけで、滝川市が清算人に求めるということはやめるべきではないと 544 

思うがそのことについて伺う。 545 

        ② 総務省の通知は、大変重要な通知である。通知には情報開示せよと書いて 546 

あるのに対し、しないと言っているのはなぜか。総務省通知があっても出せな 547 

いと言う理由を整理して報告を求めたい。 548 

多田参事     ① 借入金に伴って損失補償が発生しているということであり、この損失補 549 

償については議会で議論して、経営状況についても毎年度報告をしている。総 550 

務省指針に基づいた形で整理したもので、公社としてこういった役割があった 551 

ということも含めて説明してきていて、そういった観点から第三セクターとし 552 

ての役割を果たしてきたということも説明し、損失補償というのがなされてき 553 

ていると経済部では考えている。清算人が拒否するということであるが、清算 554 

人の判断については先ほどから申し上げているとおり、今取引先の相手のこと 555 

もあるので、この資料要求には答えることはできないと経済部として判断した 556 

ところである。 557 

         ② 情報の開示については、可能な限り前回の総務省の指針に基づいて、滝川 558 

市として第三セクターの設立から現状における状況について、資料としてまと 559 

めて経済建設常任委員会に報告している。必要な情報については開示している 560 

という判断をしている。 561 

副委員長     ① 今の答弁では清算人は取引先の影響などを考えて拒否しているということ 562 

だが、私が聞いたのは、そういう影響は市や議会がその取り扱いを注意すれば 563 

よいことで、本当にそれが清算人の拒否する理由で、市も取引先に影響が出る 564 

のでこれ以上は資料要求は求めないということなのか確認したい。 565 

         ② 総務省通知というのは善管注意義務違反とか、義務を怠る行為とか、民事 566 

的な責任があれば民事訴訟等を受けるということを経営者は考えなければなら 567 

ないということで、逆に言えば民事訴訟をやるとすれば損失補償を支出するの 568 

は滝川市であることから滝川市としてそこをきちんとチェックする必要がある。 569 

ところが今回で言えばタマネギで腐った理由は何も明らかになっていない。630 570 

万円という数字も資料が出ていないので特定できない。社長が粉飾にかかわっ 571 

ていたという社内メモについても、これは内部調査では捏造だというがそのメ 572 
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モ自体が議会に示されていない。第三者的あるいは議会としての目でそれを認 573 

めたわけではない。こんな善管注意義務違反にかかわるような情報についても 574 

出さないというのは明らかに総務省通知違反だというふうに言わざるを得ない。 575 

このようなことも議会に示さずに取引先への影響を重視して資料は求めないと 576 

いうことで確認してよいか伺う。   577 

多田参事     ① 清算人の判断を踏まえて、滝川市として開示することができない。提出す 578 

ることができない資料ということで何回か答弁してきたと思っているし、そう 579 

いう確認をいただいていると思っている。 580 

         ② 総務省通知の関係も前から答えているように、粉飾の部分については既に 581 

議会にもこういった状況であると報告をしているし、それに伴って法的な責任 582 

を市は市としての、公社は公社として明らかにしてきたと思っている。今議論 583 

していただきたいのは、損失補償に関してであり、損失補償と粉飾決算につい 584 

ては全く別のものであると考えている。 585 

委 員 長     確認するが、提出できないということであるので委員会としても資料提出の関 586 

係については以上で終了したいと思う。この件については報告済みとする。次 587 

に、10月28日開催の第30回経済建設常任委員会で清水副委員長から提案があ 588 

った農業開発公社の粉飾決算に伴う地方自治法第 98 条第２項に基づく監査請 589 

求については前回の委員会で審議をいただいた新政会、市民クラブとも監査請 590 

求の必要はないという発言があったので、経済建設常任委員会としては農業開 591 

発公社に関する監査は求めないということで確認してよいか。（よし）よって農 592 

業開発公社に関しては監査を求めないことと決定する。この件については報告 593 

済みとする。（６）について所管から説明願う。 594 

 （６）平成22年産麦・米穀の出荷状況について 595 

新井課長     （別紙資料に基づき説明する。） 596 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし） 597 

         参考までに私から補足したい。きたほなみという小麦の品種は病害虫に大変強 598 

く、全道では全面的にきたほなみに変わっていく傾向である。ことしの種の供 599 

給では90％ぐらいは、きたほなみということで、ＪＡたきかわ管内も100％に 600 

近いものになっている。この需要性というのは、生産料払いというのがことし 601 

から出ているので、とにかくとれなければ平均反収の交付金が尐ないというこ 602 

とで、良質の一等枠で、防除も５回ぐらいきちんとやらなければ穂発芽などい 603 

ろいろな面で影響するのだが、強い品種で画期的なものが出てきてくれて来年 604 

以降尐し明るい見通しが出たのかと思う。ことしの秋も作付していて期待でき 605 

る品種交代だと思う。以上補足とする。（６）は報告済みとする。 606 

 ２．第４回の定例会議以降の調査について 607 

委 員 長     別紙のとおり確認してもよいか。 608 

副委員長     ① 農業開発公社の承継問題が明確になっていない中で、承継されない場合は 609 

土地を整備して北電に返すということで、新たな市の支出が出る可能性がある。 610 

16 項目の中でそれが該当するのであれば新たな項目はつくる必要はないと思 611 

うが、承継が済むまで特別に閉会中の調査項目に入れる必要があると思うがい 612 

かがか。 613 

         ② 中空知職業訓練センターについては形態が大きく変わるわけで、当分の間 614 

は項目として加えたらよいかと思うが伺う。 615 

委 員 長     ただいま、２件の追加項目が出たがこれに対して意見はあるか。 616 



 

 １３ 

山  腰     私は、今の16項目で対応できるので必要がないと思う。          617 

委 員 長     山腰委員から必要がないとの意見が出たように、整理番号の１番の農業振興対 618 

策及び商工業振興対策の項目で対応できるという判断から項目には入れないも 619 

のと決定した。 620 

         ３．その他について    621 

         委員から何かあるか。（なし）事務局からあるか。（なし） 622 

         ４．次回委員会の日程について 623 

委員 長         次回委員会の日程については、正副委員長に一任願えるか。（よし）      624 

          以上をもって、第 32回経済建設常任委員会を閉会する。 625 

閉 会 １２：２２ 626 

 627 

 628 

 629 

 630 

 631 

 632 

 633 
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 635 
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 637 

 638 

 639 


